
※ 確認申請の作成(申請)後に、同一物件で省エネ適判を作成する場合はこちらかご利用下さい。

（画面上段の物件追加と物件複製にも【省エネ適判】の項目がありますが、確認申請の入力データと紐づける為、こちらから作成お願いいたします。）


